
■みずほコーポレート銀行の中間財務諸表（単体）

（資産の部）

現金預け金 3,107,638 3,086,437 3,478,569

コールローン 671,932 410,575 389,999

買現先勘定 963,031 833,285 1,112,962

債券貸借取引支払保証金 2,015,428 2,241,428 2,062,211

買入金銭債権 129,667 73,620 71,972

特定取引資産 3,928,103 3,877,428 3,180,143

金銭の信託 32,101 19,754 12,826

有価証券 15,208,780 14,716,782 16,049,785

貸出金 32,160,833 27,632,516 24,198,251

外国為替 509,485 540,131 582,204

その他資産 2,694,128 2,839,321 2,887,056

動産不動産 283,247 264,634 250,840

債券繰延資産 57 38 37

繰延税金資産 1,123,380 1,064,486 738,061

支払承諾見返 3,982,436 3,073,167 2,924,569

貸倒引当金 △899,528 △1,075,211 △406,547

投資損失引当金 △2,054 △4,995 △402

資産の部合計 65,908,670 59,593,402 57,532,541

（負債の部）
預金 15,625,087 14,723,194 15,161,857

譲渡性預金 6,714,422 3,663,465 4,818,967

債券 8,819,691 7,878,927 7,442,808

コールマネー 12,050,363 11,701,775 9,224,182

売現先勘定 4,309,017 4,568,114 3,205,564

債券貸借取引受入担保金 2,194,528 2,191,613 2,928,397

売渡手形 1,367,382 2,265,300 1,931,600

コマーシャル・ペーパー 80,000 62,000 125,000

特定取引負債 3,076,009 2,789,451 2,366,980

借用金 2,798,935 2,036,031 1,973,034

外国為替 232,006 183,016 218,652

短期社債 ― ― 70,000

社債 653,100 653,100 653,100

その他負債 2,009,462 2,190,013 2,387,172

賞与引当金 4,217 3,192 2,480

退職給付引当金 1,489 1,435 ―

偶発損失引当金 138,700 141,124 141,298

再評価に係る繰延税金負債 67,421 63,978 66,159

支払承諾 3,982,436 3,073,167 2,924,569

負債の部合計 64,124,271 58,188,903 55,641,823

（資本の部）
資本金 710,000 1,070,965 1,070,965
資本剰余金 655,241 1,271,230 258,247
資本準備金 655,241 1,271,230 258,247

利益剰余金 729,464 △1,012,982 236,275
利益準備金 207,761 207,761 ―
任意積立金 409,353 329,353 ―
中間（当期）未処分利益（△は当期未処理損失） 112,349 △1,550,098 236,275

土地再評価差額金 110,283 104,740 96,593
その他有価証券評価差額金 △420,590 △29,453 228,635

資本の部合計 1,784,398 1,404,499 1,890,717

負債及び資本の部合計 65,908,670 59,593,402 57,532,541

中間貸借対照表 （単位：百万円）

平成14年度中間期 平成14年度 平成15年度中間期
（平成14年9月30日現在） （平成15年3月31日現在） （平成15年9月30日現在）

科　目

当行は、中間貸借対照表、中間損益計算書について証券取引法第

193条の2の規定に基づき監査法人の監査証明を受けています。
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経常収益 790,661 1,486,770 789,582
資金運用収益 531,415 980,833 415,227
（うち貸出金利息） （339,710） （621,727） （221,967）
（うち有価証券利息配当金） （123,225） （256,108） （160,423）
役務取引等収益 57,765 129,065 64,128
特定取引収益 36,877 65,031 35,145
その他業務収益 71,802 180,666 131,204
その他経常収益 92,800 131,173 143,877

経常費用 745,780 2,979,406 430,550
資金調達費用 315,532 549,642 173,911
（うち預金利息） （75,148） （123,692） （35,521）
（うち債券利息） （59,972） （112,226） （45,468）
役務取引等費用 13,530 32,265 20,267
特定取引費用 ― ― 1,524
その他業務費用 26,449 72,884 60,205
営業経費 151,377 290,539 116,732
その他経常費用 238,890 2,034,075 57,908

経常利益（△は経常損失） 44,880 △1,492,635 359,032

特別利益 889 666 48,553

特別損失 9,488 84,400 7,428

税引前中間（当期）純利益（△は税引前当期純損失） 36,281 △1,576,370 400,157
法人税、住民税及び事業税 19 39 20
法人税等調整額 1,676 57,032 167,402
中間（当期）純利益（△は当期純損失） 34,584 △1,633,441 232,734

前期繰越損失 78,447 78,447 ―
会社分割による未処分利益の増加額 126,444 126,444 ―
合併による未処分利益の受入額 28,868 28,868 ―
土地再評価差額金取崩額 898 6,477 3,540
中間（当期）未処分利益（△は当期未処理損失） 112,349 △1,550,098 236,275

中間損益計算書 （単位：百万円）

平成14年度中間期 平成14年度 平成15年度中間期

科　目 平成14年4月 1 日から 平成14年4月 1 日から 平成15年4月 1 日から
平成14年9月30日まで 平成15年3月31日まで 平成15年9月30日まで（ ）（ ）（ ）

○中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項（平成15年度中間期）
1．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る

短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下

「特定取引目的」という）の取引については、取引の約定時点を基準と

し、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上

するとともに、当該取引からの損益を中間損益計算書上「特定取引収

益」及び「特定取引費用」に計上しております。

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権

等については中間決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取

引等の派生商品については中間決算日において決済したものとみな

した額により行っております。

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間会計期

間中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については前事業年度末

と当中間会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品につい

ては前事業年度末と当中間会計期間末におけるみなし決済からの損

益相当額の増減額を加えております。

2．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移

動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある国内

株式については、当中間会計期間末前1ヵ月の市場価格の平均

等、それ以外については当中間会計期間末日の市場価格等に基

づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価

のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法

により行っております。なお、その他有価証券の評価差額につい

ては、全部資本直入法により処理しております。

（2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において

信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法によ

り行っております。

3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法

により行っております。

4．固定資産の減価償却の方法

（1) 動産不動産

動産については定率法を、建物及びその他の資産については

定額法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上

しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建　物：3年～50年

動　産：2年～20年

（2）ソフトウェア

自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期

間（5年）に基づく定額法により償却しております。

5．繰延資産の処理方法

債券繰延資産（債券発行費用）は、商法施行規則の規定する最長期

間（3年）内で、償還期限までの期間に対応して償却しております。

6. 引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しており

ます。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務

者（以下「破綻先」という）に係る債権及びそれと同等の状況にあ

る債務者（以下「実質破綻先」という）に係る債権については、以



下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担

保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にな

いが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者

（以下「破綻懸念先」という）に係る債権については、債権額から、

担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除

し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と

認める額を計上しております。

なお、破綻懸念先及び注記事項（中間貸借対照表関係）5.の貸

出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口

債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッ

シュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、

当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で

割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方

法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。また、

当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積も

ることが困難な債務者に対する債権については、個別的に予想損

失額を算定し、引き当てております。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実

績等から算出した予想損失率に基づき計上しております。なお、

特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して

生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しており

ます。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署

が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定

結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っ

ております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等につ

いては、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認

められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から

直接減額しており、その金額は48,083百万円であります。

（2）投資損失引当金

投資に対する損失に備えるため、有価証券発行会社の財政状

態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。

（3）賞与引当金

従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の

支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しており

ます。

（4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められる額を計上しております。また、

数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。

数理計算上の差異

各発生年度の従業員の平均残存勤務期間（10～12年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度

から費用処理

なお、会計基準変更時差異については、5年による按分額を費

用処理することとし、当中間会計期間においては同按分額に12

分の6を乗じた額を計上しております。

（追加情報）

当行は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の

代行部分について、平成15年9月25日に厚生労働大臣から将

来分支給義務免除の認可を受けております。これに伴い、当行

は「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認会

計士協会会計制度委員会報告第13号）第47－2項に定める経

過措置を適用し、当該将来分返上認可の日において代行部分に

係る退職給付債務と年金資産を消滅したものとみなして会計処

理をしております。

本処理に伴う当中間会計期間における損益に与えている影響

額は、特別利益として16,038百万円計上しております。

なお、当中間会計期間末日現在において測定された返還相当

額（最低責任準備金）は63,138百万円であります。

（5）偶発損失引当金

他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将

来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を

引き当てております。

7．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円

換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として中間決

算日の為替相場による円換算額を付しております。

（会計方針の変更）

外貨建取引等の会計処理につきましては、前事業年度は「銀行業に

おける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号。以下「業

種別監査委員会報告第25号」という）による経過措置を適用してお

りましたが、当中間会計期間からは、同報告の本則規定に基づき資金

調達通貨を資金運用通貨に変換する等の目的で行う通貨スワップ取

引及び為替スワップ取引等については、ヘッジ会計を適用しておりま

す。なお、当該ヘッジ会計の概要につきましては、「9.ヘッジ会計の方

法」に記載しております。

この結果、従来、期間損益計算していた当該通貨スワップ取引及び

為替スワップ取引等を時価評価し、正味の債権及び債務を中間貸借対

照表に計上したため、従来の方法によった場合と比較して、「その他資

産」は6,771百万円増加、「その他負債」は6,714百万円増加してお

ります。また、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ56百万円

増加しております。

また、上記以外の先物外国為替取引等に係る円換算差金は、従来、

相殺のうえ「その他資産」中のその他の資産又は「その他負債」中の

その他の負債で純額表示しておりましたが、当中間会計期間からは、

業種別監査委員会報告第25号に基づき総額で表示するとともに、

「特定取引資産」及び「特定取引負債」中の特定金融派生商品、「その

他資産」及び「その他負債」中の金融派生商品に含めて計上しており

ます。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「特定取

引資産」は253,760百万円、「特定取引負債」は293,380百万円、

「その他資産」は550,627百万円、「その他負債」は511,007百万

円それぞれ増加しております。

8．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会

計処理によっております。

9. ヘッジ会計の方法

（イ）金利リスク・ヘッジ

（追加情報）

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方

法は、繰延ヘッジによっております。前事業年度は「銀行業におけ

る金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下「業

種別監査委員会報告第24号」という）に規定する経過措置に基

づき、多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ

取引を用いて総体で管理する「マクロヘッジ」を実施しておりま

したが、当中間会計期間からは、同報告の本則規定に基づき処理

しております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を

相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッ

ジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルー

ピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを

固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動

要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
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また、当中間会計期間末の中間貸借対照表に計上している繰

延ヘッジ損益のうち、従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ

損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段等の残

存期間・平均残存期間にわたって、資金調達費用又は資金運用収

益等として期間配分しております。

なお、当中間会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰延

ヘッジ損失は1,259,360百万円、繰延ヘッジ利益は1,239,770

百万円であります。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッ

ジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。前事業年度は業

種別監査委員会報告第25号による経過措置を適用しておりまし

たが、当中間会計期間からは、同報告の本則規定に基づき資金調

達通貨を資金運用通貨に変換する等の目的で行う通貨スワップ

取引及び為替スワップ取引等については、ヘッジ会計を適用して

おります。

これは、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目

的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段

とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手

段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより

ヘッジの有効性を評価するものであります。

また、外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その

他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事

前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外

貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債

が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び

時価ヘッジを適用しております。

なお、為替スワップに係る収益及び費用は、従来、総額表示して

おりましたが、当中間会計期間より業種別監査委員会報告第25

号に基づきヘッジ会計を適用したことにより純額表示によってお

ります。その結果、従来の方法によった場合に比べ、「資金運用収

益」及び「資金調達費用」、並びに「経常収益」及び「経常費用」は

それぞれ8,036百万円減少しております。

（ハ）内部取引等

デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との

間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利ス

ワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会

報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格な

ヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠し

た運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワッ

プ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰

延処理を行っております。

なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、時価ヘッジ、あ

るいは金利スワップの特例処理を行っております。

10.消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

1. 子会社の株式及び出資総額 2,421,875百万円

なお、本項の子会社は、銀行法第2条第8項に規定する子会社であ

ります。

2．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証

券が、「有価証券」中の国債、その他の証券に合計7,672百万円含ま

れております。

無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価

証券及び現先取引並びに現金担保付債券貸借取引により受け入れて

いる有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分で

きる権利を有する有価証券で、（再）担保に差し入れている有価証券

は1,676,410百万円、再貸付けに供している有価証券は10,105

百万円、当中間会計期間末に当該処分をせずに所有しているものは

1,302,371百万円であります。

3．貸出金のうち、破綻先債権額は3,502百万円、延滞債権額は

86,573百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続

していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の

見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却

を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という）のうち、

法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイ

からホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている

貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権

及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払

を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

中間貸借対照表関係

○注記事項（平成15年度中間期）

追加情報

平成15年1月6日から施行されている「社債等の振替に関する法律」

（平成13年法律第75号）に基づき発行した無券面のコマーシャル・ペー

パーは、負債の部の「短期社債」として表示し、利息相当額は「資金調達費

用」中短期社債利息として表示しております。

なお、約束手形として発行したコマーシャル・ペーパーは、従来どおり、

負債の部の「コマーシャル・ペーパー」として表示し、利息相当額は「資金

調達費用」中コマーシャル・ペーパー利息として表示しております。



4. 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は1,384百万円であります。

なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日

の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権

に該当しないものであります。

5．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は240,040百万円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図るこ

とを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権

放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債

権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。

6．破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和

債権額の合計額は331,501百万円であります。

なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額で

あります。

7．ローン・パーティシペーションで、平成7年6月1日付日本公認会計士

協会会計制度委員会報告第3号に基づいて、参加者に売却したもの

として会計処理した貸出金の元本の中間会計期間末残高の総額は

2,021,279百万円であります。

8. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上

及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告

第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法

で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は

361,067百万円であります。

9. 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

特定取引資産 632,430百万円

有価証券 7,357,615百万円

貸出金 693,369百万円

担保資産に対応する債務

預金 178,003百万円

コールマネー 1,790,000百万円

売現先勘定 3,074,939百万円

債券貸借取引受入担保金 1,884,317百万円

売渡手形 1,931,600百万円

上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物

取引証拠金等の代用として、「現金預け金」7,749百万円、「有価証券」

869,327百万円及び「貸出金」396,986百万円を差し入れており

ます。

子会社及び関連会社の借入金等のための担保提供はありません。

また、「動産不動産」のうち保証金権利金は13,197百万円、「その

他資産」のうち先物取引差入証拠金は14,687百万円であります。

なお、手形の再割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に

関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監

査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しておりますが、

これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替の額面金額は

15,911百万円であります。

10.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から

の融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件につい

て違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契

約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は25,907,625

百万円であります。このうち原契約期間が1年以内のもの又は任意の

時期に無条件で取消可能なものが22,959,009百万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するもので

あるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッ

シュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多

くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があると

きには、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の

減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約

時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保の提供を受ける

ほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業

況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講

じております。

11.ヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、純額で繰延ヘッジ損失として

「その他資産」に含めて計上しております。なお、上記相殺前の繰延

ヘッジ損失の総額は1,453,627百万円、繰延ヘッジ利益の総額は

1,406,360百万円であります。

12.動産不動産の減価償却累計額 113,740百万円

13.動産不動産の圧縮記帳額 6,802百万円

14.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が

付された劣後特約付借入金1,728,584百万円が含まれております。

15.社債は全額、劣後特約付社債であります。

16.土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）

に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該

評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負

債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。

再評価を行った年月日 平成10年3月31日

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布

政令第119号）第2条第4号に定める路線価に基づいて、奥行価

格補正等の合理的な調整を行って算出したほか、第5号に定める

鑑定評価に基づいて算出。

17.その他資産には、平成7年度における日本ハウジングローン株式会社

に対する貸出金償却額376,055百万円の損金経理につき、平成8

年8月23日に東京国税局より更正を受けたことに伴い仮納付した追

徴税額222,682百万円が含まれております。

当行としては、その更正理由が容認し難いため、国税不服審判所

への審査請求棄却を経て、平成9年10月30日に更正処分取消訴訟

を東京地方裁判所に提起し、平成13年3月2日付にて全面勝訴いた

しましたが、同年3月16日付にて東京高等裁判所に控訴され、平成

14年3月14日付にて当行敗訴の判決を受けたことから、同年3月

27日付にて最高裁判所に対し上告提起及び上告受理申立を行って

おります。

また、当行としては、当行の主張は正当なものと確信しております

が、一方で、財務の健全性の観点から保守的に134,819百万円を

「偶発損失引当金」として計上しております。（中間財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項6.引当金の計上基準（5）偶発損失引当金

参照）
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リース取引関係

1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

●リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間会

計期間末残高相当額

取得価額相当額

動産 15,047百万円

その他 ―百万円

合計 15,047百万円

減価償却累計額相当額

動産 8,985百万円

その他 ―百万円

合計 8,985百万円

中間会計期間末残高相当額

動産 6,062百万円

その他 ―百万円

合計 6,062百万円
●未経過リース料中間会計期間末残高相当額

1年内 3,207百万円

1年超 6,383百万円

合計 9,590百万円

●当中間会計期間の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

当中間会計期間の支払リース料 1,744百万円

減価償却費相当額 1,804百万円

支払利息相当額 134百万円
●減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を10％として計算した減

価償却費相当額に10/9を乗じた額を各期の減価償却費相当額

とする定率法によっております。
●利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

2. オペレーティング・リース取引

●未経過リース料

1年内 6,775百万円

1年超 55,162百万円

合計 61,937百万円

1．減価償却実施額は下記のとおりであります。

建物・動産 3,645百万円

その他 12,232百万円

2. その他経常収益には、株式等売却益127,929百万円を含んでおり

ます。

3. その他経常費用には、貸倒引当金繰入額20,731百万円、株式関係

の金融派生商品費用15,404百万円を含んでおります。

4. 特別利益には、東京都外形標準課税訴訟の和解に伴う還付税金及び

当中間会計期間末までに対応する還付加算金相当額の合計29,344

百万円、厚生年金基金代行返上益16,038百万円を含んでおります。

5. 特別損失には、退職給付会計導入に伴う会計基準変更時差異の費用

処理額4,375百万円を含んでおります。

中間損益計算書関係

重要な後発事象

該当ありません。

○子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

（百万円）

中間貸借対照表計上額 時価 差額

関連会社株式 11,684 24,553 12,869

(注)時価は、当中間会計期間末前1ヵ月の市場価格の平均に基づいております。

有価証券関係


